
入札について
（兵庫県広報紙「GOKOKU県民だより兵庫」、兵庫県議会広報紙「ひょうご県議会だより」及び

兵庫県ホームページ広告掲載業務）

１ 入札は令和８年３月 12日（木）午前 10時 30分から、兵庫県庁第１号館７階会議室

で行います。

２ 入札書記入上の注意

(1) 消費税及び地方消費税（相当額）は記入しないこと。（契約の段階で合計します。）

(2) 再入札の場合もありますので、かならず入札書は２枚用意してください。

●１枚は金額を記入したもの（当日記入してもらっても結構です。）

●１枚は金額を記入しないもの（再入札の場合にその場で記入してください。）

（3）入札時の本人確認及び入札書等に氏名、住所、電話番号、メールアドレスの４項目

が記載されていること、参加申込者の契約権限の有無が確認できることを前提に、

入札書等への社印・代表者印の押印を省略できます。

(4) 代表者ではなく代理人が入札される場合は、入札参加申込時に事前登録が必要で

す。事前登録した後に代理人を変更する場合は、入札までに委任状（代表者の押印

が必要）が必要となります。また、代理人による入札の場合、入札書には代理人の

記名が必要ですのでご注意ください。

（5） 見積書は入札が不調の際に使用しますので、見積書の提出を希望される場合は、

金額が空欄のものをご用意ください。

（6） 入札会場にて顔写真付き公的書類の提示をいただくことにより、本人確認を行い

ます。下記のうちどれか１つをご持参ください。

１ 運転免許証

２ 運転経歴証明書（平成 24年４月１日以降交付のもの）

３ 旅券（パスポート）

４ 個人番号カード（マイナンバーカード）

５ 在留カード・特別永住証明書

６ 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳（身体障害者手帳など）

７ その他官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの


